
 

船舶事故調査報告書 

令和元年９月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年４月４日 ０１時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県今治
いまばり

市今治港南東方沖  

 今治港蔵敷
くらしき

防波堤灯台から真方位１３３°１.５海里付近 

 （概位 北緯３４°０２.９′ 東経１３３°０２.６′） 

事故の概要 漁船仁
ひとし

丸は、北西進中、錨泊中の液体化学薬品ばら積船光翠
こうすい

丸に

衝突した。 

事故調査の経過 平成３１年４月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 光翠丸、３７７トン 

１４２４８０、青野海運株式会社、株式会社ワークスネット

（船舶管理人）、大光汽船有限会社（船舶借入人）（Ａ社） 

Ｂ 漁船 仁丸、４.９トン 

ＥＨ３－４６２２１（漁船登録番号）、個人所有 

第２８１－４３７９２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（甲板員） 

 損傷 Ａ 左舷船側部外板に凹損及び擦過傷、左舷ハンドレールに折損 

Ｂ 右舷船首部外板に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、錨泊中を示す灯火を表示し、

甲板上を照らす作業灯を点灯して錨泊していた。 

Ａ船の乗組員は、居住区で休息中、衝撃を感じて船体を確認してい

たところ、来島海峡海上交通センターからの連絡により、Ｂ船がＡ船

に衝突したことを知った。 

Ａ船の乗組員は、錨泊中、約１時間毎に昇橋して周囲の状況、気象

及び海象等の確認を行っていた。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗

り組み、法定灯火を表示し、船長Ｂが前部甲板でリモコン操舵装置を

使用して操船し、漁場から今治市大浜漁港に向けて約４～５ノットの

対地速力で北西進していた。 

船長Ｂは、前路にＡ船が錨泊していることを知っていたが、レーダ

ー（４km レンジ、ヘッドアップ表示）でＡ船との距離を計測すること



 

なく、目測のみでＡ船までまだ距離があるので、甲板員Ｂが行ってい

た前部甲板のいけす
．．．

の漁獲物の選別作業を手伝っても問題ないと思っ

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが、舵中央とし、下方を向いて漁獲物の選別作業を

行っていたところ、船首部がＡ船の左舷中央部に衝突して左舷船側部

を船首部まで擦り、Ａ船から離れて停止した。 

甲板員Ｂは、衝突した際、いけす
．．．

に転落して右手の甲を打ち、擦過

傷を負った。 

分析 Ａ船は錨泊中、Ｂ船が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、北西進中、船長Ｂが、目測のみでＡ船までまだ距離がある

と思い込み、下方を向いて漁獲物の選別作業を行いながら航行を続け

たことから、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ｂ船が、北西進中、船長Ｂが、目測のみでＡ船ま

でまだ距離があると思い込み、下方を向いて漁獲物の選別作業を行い

ながら航行を続けたため、前路で錨泊中のＡ船に衝突したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、他船までまだ距離があると思い込むことなく、レーダ

ー等を活用して適切な見張りを行うこと。 

 


